
 

令和５年度京都大学一般選抜学生募集要項の変更について 

 

下記のとおり令和５年度京都大学一般選抜学生募集要項の変更がありますので、お知らせ

します。（赤字が変更箇所） 

 

 

令和５年度京都大学一般選抜学生募集要項 34ページ 
  

◎受験できない者 

・次の①～④のいずれかに該当する者は、出願した学部の教務担当（９０ページ参照）に

まず電話連絡した上で、受験を取り止め、追試験の受験を申請してください（５３ペー

ジ参照）。 
 
①試験当日に息苦しさ（呼吸困難）や強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいず

れかがある者、基礎疾患等により重症化しやすい者で発熱・咳等の比較的軽い風邪の

症状がある者の他、発熱・咳等の比較的軽い風邪の症状が続く者 

②新型コロナウイルス感染症に罹患し、試験日に入院中又は自宅や宿泊施設において療

養中の者 

③保健所から新型コロナウイルス感染症患者との濃厚接触者として、試験日に健康観察

や外出自粛を要請されている者 

 ※濃厚接触者の特定を含む積極的疫学調査を行わない自治体の受験者は、無症状であ

れば、通常どおり受験することができます。 

④海外から日本に入国後、防疫対策として要請される事項に基づき、試験日に待機期間

中の者 
 

ただし、③に該当する者のうち、無症状の者については、以下のⅰ）～ⅲ）の要件を全

て満たしている場合は、別室での受験を認めます。受験を希望する場合は、令和５年２

月２４日（金）の午前１０時までに、出願した学部の教務担当に電話連絡してください。 
 
ⅰ）初期スクリーニング（自治体又は自治体から指示された医療機関が実施するＰＣＲ

等の検査（行政検査））の結果、陰性であること 

※検査結果が判明するまでは受験することはできません。 

※行政検査を実施しない自治体の受験者は、抗原定性検査キット等により陰性であ

ることを確認すること。 

ⅱ）受験当日も無症状であること 

ⅲ）公共の交通機関（電車、バス、タクシー、航空機（国内線）、旅客船等）を利用せ

ず、かつ、人が密集する場所を避けて試験場に行くこと 

（参考）文部科学省ホームページ 

無症状の濃厚接触者の受験生のうちタクシー、ハイヤー、海上タクシーでの移動

を希望する皆様へ 

   https://www.mext.go.jp/nyushi/mext_00003.html 
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◎受験できない者 

・次の①～④のいずれかに該当する者は、法学部の教務担当（９０ページ参照）にまず電

話連絡した上で、受験を取り止め、追試験の受験を申請してください（７７ページ参照）。 
 
①試験当日に息苦しさ（呼吸困難）や強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいず

れかがある者、基礎疾患等により重症化しやすい者で発熱・咳等の比較的軽い風邪の

症状がある者の他、発熱・咳等の比較的軽い風邪の症状が続く者 

②新型コロナウイルス感染症に罹患し、試験日に入院中又は自宅や宿泊施設において療

養中の者 

 



 

③保健所から新型コロナウイルス感染症患者との濃厚接触者として、試験日に健康観察

や外出自粛を要請されている者 

 ※濃厚接触者の特定を含む積極的疫学調査を行わない自治体の受験者は、無症状であ

れば、通常どおり受験することができます。 

④海外から日本に入国後、防疫対策として要請される事項に基づき、試験日に待機期間

中の者 
 

ただし、③に該当する者のうち、無症状の者については、以下のⅰ）～ⅲ）の要件を全

て満たしている場合は、別室での受験を認めます。受験を希望する場合は、令和５年３

月１１日（土）の午前１０時までに、法学部の教務担当に電話連絡してください。 
 
ⅰ）初期スクリーニング（自治体又は自治体から指示された医療機関が実施するＰＣＲ

等の検査（行政検査））の結果、陰性であること 

※検査結果が判明するまでは受験することはできません。 

※行政検査を実施しない自治体の受験者は、抗原定性検査キット等により陰性であ

ることを確認すること。 

ⅱ）受験当日も無症状であること 

ⅲ）公共の交通機関（電車、バス、タクシー、航空機（国内線）、旅客船等）を利用せ

ず、かつ、人が密集する場所を避けて試験場に行くこと 

（参考）文部科学省ホームページ 

無症状の濃厚接触者の受験生のうちタクシー、ハイヤー、海上タクシーでの移動

を希望する皆様へ 

   https://www.mext.go.jp/nyushi/mext_00003.html 

 
  


